
     （様式第３号）

1 ． 工 事 名 吉井中学校電話機取替工事

2 ． 工 事 の 場 所

3 ． 工 事 の 種 類

4 ． 工 事 の 概 要

5 ． 工 期 契約締結の翌日から令和5年12月28日まで

6 ． 契約の相手方の住所及び名称

住所

名称

7 ． 契 約 金 額

8 ． 契 約 日

9 ． 随意契約における選定理由

令和5年12月1日

契 約 内 容 公 表 簿

\2,508,000-（税込み）

本業務は、吉井中学校を一括で管理している電話装置を更新するものである。更新にあたっ
ては、現在使用中の装置と回線を維持しつつ、新たな回線をスムーズに移行する必要があ
り、既存の主装置と互換性を備えた設備にすることが必要である。また、電話機については他
の施設と切り離して運営することは効率的ではないため。よって、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号の規定により既存の公共施設の電話を管理する当該事業者と随意契約により
実施したい。

うきは市吉井町福永字58番地地内

電気通信工事

執行役員九州支店長　右田　聖秀

福岡県福岡市博多区博多駅東3-2-28

西日本電信電話株式会社九州支店
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